第４期函館市介護保険事業計画に基づく特定施設入居者生活介護および
地域密着型サービス提供事業者の募集に係る説明会の開催について

函館市では，特定施設入居者生活介護および地域密着型サービスにつきましては，募集によりサービス提供事業者を選定しているところであり，この度，平成２１年度から２３年度までを計画期間とする第４期介護保険事業計画に基づき，平成２２年度整備分を公募することとしております。

つきましては，応募方法や提出資料等についての説明会を下記のとおり開催いたしますので，出席を希望される方は，出欠票の提出をお願いいたします。
説明会開催日まで日数が短く申し訳ありませんが，ご参集方よろしくお願いいたします。

記

１　日　時　　　　平成２１年１２月２１日（月）　午後３時から
　

２　場　所　　　　函館市役所本庁舎８階大会議室（函館市東雲町４番１３号）
３　公募事業等　　別紙２のとおり

４　出　欠　　　　別紙１の出欠票にてお知らせ願います。 

 (1) 提出期限　　平成２１年１２月１７日（木）　

 (2) 提出方法　　ＦＡＸで送信願います。（郵送可）
　　　

※　説明会を欠席しても応募できますので，欠席で応募の意向がある場合は，出欠票の７，８の項目について記入して提出をお願いいたします。

　　　　　説明会の資料につきましては，説明会終了後に市のホームページにおいて公表いたします。


　　　　　　　　　　　　　　　　　　〒040-8666　　　　　　　　　

 函館市東雲町4-13　　　　　　
函館市福祉部介護高齢福祉課　　

介護サービス担当　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　TEL　0138-21-3023　　　

FAX　0138-26-5936　　　
（別紙１）
　函館市福祉部介護高齢福祉課　　　　　　　　　　　　　平成　　年　　月　　日
　介護サービス担当　行

　FAX　0138-26-5936

第４期函館市介護保険事業計画に基づく特定施設入居者生活介護および
地域密着型サービス提供事業者の募集に係る説明会出欠票
　平成２１年１２月２１日に開催される特定施設入居者生活介護および地域密着型
サービス提供事業者の募集に係る説明会に

出席いたします　・　欠席いたします
※該当する方を○で囲んでください。
	１　法　人　名
	

	２　所　在　地
	

	３　代表者名
	

	４　担　当　者
	

	５　電話番号
	

	６　出席者氏名

※ 1
	

	
	

	７ 希望する事業
種類

※ 2
	(1)　特定施設入居者生活介護

(2)　認知症対応型共同生活介護（認知症高齢者グループホーム）

＋小規模多機能型居宅介護
(3)　地域密着型特定施設（２９人以下介護専用型）

＋小規模多機能型居宅介護
(4)　認知症対応型通所介護（認知症対応型デイサービスセンター）　　
(5)　小規模多機能型居宅介護（単体）　　　　　　　　　　　　　　  

(6)　未定

(7)　意向なし

	８  予定圏域 ※ 3
	西部・中央部・東央部・北東部・北部・東部　　未定


　※ 1　出席を希望する場合のみ，記入してください。

　　　  なお，説明会への参加は，１法人２名までといたします。
  ※ 2　希望する事業種類を○で囲んでください。
　※ 3  希望する事業種類の予定圏域を○で囲んでください。
　
欠席の場合でも，応募の意向がある場合は，７，８の項目についてご記入下さい。
　　（別紙２）

１　公募事業の内訳　　　　　

(1) 事業者選定の対象とする事業

　　「介護保険サービス提供事業者の選定に関する有識者会議」においてサービス提供事業者を選定します。
ア　特定施設入居者生活介護
	【混合型】

特定施設入居者生活介護

（有料老人ホーム，適合高専賃等）　
	入所定員
	５４

	
	利用定員
	２７


※　利用定員とは，入所定員のうちの要支援・要介護者の人数をいい，その入居割合を５０％として算定したものです。
※　入所定員は上限数であり，５４名を超える施設は対象となりません。
イ　地域密着型サービス　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（箇所）
	
	西部
	中央部
	東央部
	北東部
	北部
	東部
	合　計

	認知症対応型共同生活介護

（認知症高齢者グループホーム）＋小規模多機能型居宅介護
	
	
	
	
	
	１
	１

	地域密着型特定施設

（２９人以下介護専用型）
＋小規模多機能型居宅介護
	１
	１
	
	２
	１
	
	５


(2) 事業者選定の対象としない事業

　　申請を随時受付けます。

　　なお，補助金の活用を考えている場合は，市との事前協議が必要となりますので，留意願います。また，補助金は国・北海道の予算措置の状況により交付されない場合がありますので，ご了承願います。
ア　地域密着型サービス　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（箇所）
	
	西部
	中央部
	東央部
	北東部
	北部
	東部
	合　計

	認知症対応型通所介護
（認知症対応型デイサービス

センター）
	
	１
	１
	１
	１
	１
	５

	小規模多機能型居宅介護（単体）
	１
	
	
	
	１
	
	２


（別紙３）

　日常生活圏域区分                                  　
	 区    分
	 町                        名

	 西    部
	 入舟町，船見町，弥生町，弁天町，大町，末広町，元町，青柳町，谷地頭町，
 住吉町，宝来町，東川町，豊川町，大手町，栄町，旭町，東雲町，大森町，
 松風町，若松町

	 中 央 部
	 千歳町，新川町，上新川町，海岸町，大縄町，松川町，万代町，亀田町,
 大川町，田家町，白鳥町，八幡町，宮前町，中島町，千代台町，堀川町,
 高盛町，宇賀浦町，日乃出町，的場町，時任町，杉並町，本町，梁川町,
 五稜郭町，柳町，松陰町，人見町，金堀町，乃木町，柏木町

	 東 央 部
	 川原町，深堀町，駒場町，広野町，湯浜町，湯川町１～３丁目，戸倉町,
 榎本町，花園町，日吉町１～４丁目，上野町，高丘町，滝沢町，見晴町,
 鈴蘭丘町，上湯川町，銅山町，旭岡町，西旭岡町１～３丁目，鱒川町，
 寅沢町，三森町，紅葉山町，庵原町，亀尾町，米原町，東畑町，鉄山町,
 蛾眉野町，根崎町，高松町，志海苔町，瀬戸川町，赤坂町，銭亀町，
 中野町，新湊町，石倉町，古川町，豊原町，石崎町，鶴野町，白石町

	 北 東 部
	 富岡町１～３丁目，中道１～２丁目，山の手１～３丁目，本通１～４丁目，
 鍛治１～２丁目，陣川町，陣川１～２丁目，神山町，神山１～３丁目，
 東山町，東山１～３丁目，美原１～５丁目，赤川町，赤川１丁目，亀田中野町，
 北美原１～３丁目，水元町，亀田大森町，石川町，昭和１～４丁目，

亀田本町

	 北    部
	 浅野町，吉川町，北浜町，港町１～３丁目，追分町，桔梗町，
桔梗１～５丁目，西桔梗町，昭和町，亀田港町

	 東　　部
	 小安町，小安山町，釜谷町，汐首町，瀬田来町，弁才町，泊町，館町，
 浜町，新二見町，原木町，丸山町，日浦町，吉畑町，豊浦町，大澗町，
 中浜町，女那川町，川上町，日和山町，高岱町，日ノ浜町，古武井町，
 恵山町，柏野町，御崎町，恵山岬町，元村町，富浦町，島泊町，新恵山町，
 絵紙山町，新八幡町，新浜町，銚子町，古部町，木直町，尾札部町，川汲町，
 安浦町，臼尻町，豊崎町，大船町，双見町，岩戸町


（参考）

　　　函館市地域密着型サービス拠点整備費等補助金について

　１　補助対象事業者および補助対象事業等

　　(1) 補助対象事業者

函館市介護保険事業計画に基づき，地域密着型サービスを提供する事業者で，市長が適当と認めた者とします。

　　(2) 補助対象事業および補助基準額　　　　　　　　　　　　

	施設等の種類
	基準額
	対象経費

	認知症対応型デイサービス
センターの整備　
	１０，０００千円　
	施設等の整備に必要な工事費または工事請負費および工事事務費（工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって，旅費，消耗品費，通信運搬費，印刷製本費および設計監督料等をいい，その額は，工事費または工事請負費の2.6％に相当する額を限度とする。）。ただし，別の負担（補助）金等において別途補助対象とする費用を除き，工事費または工事請負費には，これと同様と認められる委託費，分担金および適当と認められる購入費等を含む。

	小規模多機能型居宅介護事業所の整備
	２６，２５０千円
	

	認知症高齢者グループホームの
整備
	　２６，２５０千円
	

	高齢者が居宅において自立した生活を営むことができるように支援する事業
	　　３，０００千円
	設備の整備ならびに小規模多機能型居宅介護等への移行推進に必要な役務費，備品購入費，報酬，給料，職員手当等，共済費，賃金，旅費，役務費，委託料または工事請負費

	認知症高齢者グループホームまたは小規模多機能型居宅介護事業所を整備しようとする事業者に対する施設の開設等準備にかかる事業
	６００千円×定員数

※小規模多機能居宅
介護事業所については，
宿泊定員数
	施設等の円滑な開所に必要な需用費，使用料および賃借料，備品購入費（備品設置に伴う工事請負費を含む。），報酬，給料，職員手当等，共済費，賃金，旅費，役務費，委託料


　　※小規模多機能型居宅介護事業所および認知症高齢者グループホームの整備にかかる補助基準額については，平成２０年度まで１５，０００千円だったものが，国の経済危機対策における介護基盤緊急整備等特別対策事業により，平成２１年度から２３年度まで
２６，２５０千円となっている。
　　(3) 補助対象外経費

　　　　　ア　土地の買収または整地に要する費用

　　　　　イ　職員の宿舎，車庫または倉庫の建設に要する費用

　　　　　ウ　その他施設等整備事業として適当とは認められない費用

　２　留意事項

・リースバック等賃貸の場合は，認知症対応型デイサービスセンター，小規模多機能型居宅介護事業所，認知症高齢者グループホームの整備事業は対象となりません。
・補助金については，国，北海道の予算措置の状況により交付されない場合があります。
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